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○新発田市新規創業支援資金融資あっせん要綱 
平成２８年６月２９日 

告示第２０３号 
新発田市新規創業支援資金融資あっせん要綱を次のように定め、平成２８年４月１日から実

施した。 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、創業者等が行う事業に必要となる資金の融資あっせんを行うため、必

要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条　この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２

６４号）第２条第１項第１号、第２号、第５号及び第６号に規定する中小企業者をいう。 
２　この要綱において「創業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(１)　事業を営んでいない個人であって、１月以内に新たに事業を開始する具体的計画を

有するもの 
(２)　事業を営んでいない個人であって、２月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該会

社が事業を開始する具体的計画を有するもの 
(３)　中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当

該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 
(４)　事業を営んでいない個人が事業を開始した場合であって、その開始日以後５年を経

過していないもの 
(５)　事業を営んでいない個人により設立された会社又は法人であって、その設立の日以

後５年を経過していないもの 
(６)　会社又は法人が設立した新たな会社又は法人であって、その設立の日以後５年を経

過していないもの 
(７)　第４号に規定するものであって新たに会社（中小企業者に限る。）を設立したもの

が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、その

事業を開始した日から起算して５年を経過していないもの 
（平成２９告示２５０・令和３告示２９３・一部改正） 

（融資対象者） 
第３条　新発田市新規創業支援資金の融資のあっせんを受けることができる者は、市税（市

内に転入を予定する者は、従前地での市町村税）を完納している者であって、別表第１に
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定める業種を営もうとする又は現に営んでいるもののうち、次の各号のいずれかに該当す

る創業者等とする。 
(１)　前条第２項第１号及び第２号に規定する者　市内に居住する者又は市内に転入を

予定し、市内で事業を営もうとする者 
(２)　前条第２項第３号に規定する者　新たに設立する会社について市に法人設立・設置

（新設）申告をしようとする者 
(３)　前条第２項第４号に規定する者　市内に住所を有し、市内で事業を営んでいる者 
(４)　前条第２項第５号に規定する者　市に法人設立・設置（新設）申告をしている者 
(５)　前条第２項第６号に規定する者　新たに設立した会社について市に法人設立・設置

（新設）申告をしている者 
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱に基づく融資

を受けることができない。 
(１)　貸付金の返済能力がないと認められる者 
(２)　金融機関から取引停止処分を受けている者 
(３)　新潟県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が完了しない者 
(４)　設備資金については、融資対象の工事又は設備設置が完了している者 
(５)　その他市長が適当でないと認めた者 
（取扱金融機関） 
第４条　この要綱に基づく融資を取り扱う金融機関（以下「取扱金融機関」という。）は、

別表第２に定めるとおりとする。 
（融資資金の預託） 
第５条　市長は、融資に必要な資金として、予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預

託をするものとし、その適正な運用を期すため、契約を締結するものとする。 
（融資の条件） 
第６条　融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１)　資金使途　創業者等が行う事業に必要となる運転資金及び設備資金（土地取得のた

めの資金及び新会社設立のための資本金を除く。また、市内に設置するものに係る資金

に限る。） 
(２)　融資限度額　２，０００万円 
(３)　融資期間　運転資金にあっては、５年以内（据置期間１年以内を含む。）とし、設

備資金にあっては、７年以内（据置期間１年以内を含む。）とする。 
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(４)　融資利率　市長が取扱金融機関と協議の上定める利率 
(５)　返済方法　原則として毎月元金均等償還とし、利息は残債方式をとる。 
(６)　連帯保証人及び担保　取扱金融機関と協議の上必要に応じ徴する。 
（申込み） 
第７条　融資を受けようとする者は、新発田市新規創業支援資金融資あっせん申込書（別記

第１号様式）（以下「申込書」という。）を市長に提出しなければならない。 
（申込みの制限） 
第８条　この要綱による融資を受けている者が、再びこの要綱による融資のあっせんを受け

ようとする場合は、融資限度額（既借入残額を含む。）を超えてはならないものとする。 
（融資のあっせん等） 
第９条　市長は、第７条の申込書の提出があった場合は、速やかに記載内容を審査の上、取

扱金融機関と協議の後、融資のあっせんの可否を決定するものとする。 
２　市長は、融資のあっせんを決定したときは、新発田市新規創業支援資金融資あっせん通

知書（別記第２号様式）により速やかに取扱金融機関に通知するとともに、新発田市新規

創業支援資金融資あっせん決定通知書（別記第３号様式）により申込人に通知し、却下の

決定をしたときは、新発田市新規創業支援資金融資あっせん却下通知書（別記第４号様式）

により申込人及び取扱金融機関に通知するものとする。 
（融資条件の変更） 
第１０条　前条第２項の規定により融資あっせんの決定を受けた者（次項において「あっせ

ん決定者」という。）が、融資あっせんの決定を受けた事項を変更しようとするときは、

当該変更について当該融資を行った取扱金融機関及び新潟県信用保証協会と協議し、当該

融資を行った取扱金融機関を経由して、融資条件変更申請書（別記第５号様式）を市長に

提出しなければならない。 
２　市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、融資条件変更承認（却下）通

知書（別記第６号様式）により、あっせん決定者に通知するものとする。 
（平成２９告示２５０・追加） 

（貸付けの実行等） 
第１１条　取扱金融機関は、資金の貸付けに当たって、市長が適当であると認めた場合は、

その決定を尊重し、融資を行うものとする。 
２　貸付金に係る債権管理、回収その他の事務は、全て取扱金融機関の責任において行うも

のとする。 
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３　貸付手続及び担保の徴収については、取扱金融機関の一般事務の例によるものとする。 
（平成２９告示２５０・旧第１０条繰下、令和２告示４７・一部改正） 

（報告） 
第１２条　取扱金融機関は、毎月末現在の貸付及び償還状況を市長に報告するものとする。 
２　市長は、貸付金の使途について必要と認めるときは、貸付けを受けた者から報告を徴し、

又はその者に対し必要な指示をすることができる。 
（平成２９告示２５０・旧第１１条繰下） 

（その他） 
第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平成２９告示２５０・旧第１２条繰下） 
前　文（平成２９年告示第２５０号）抄 

平成２９年４月１日から実施した。 
前　文（令和２年告示第４７号）抄 

告示の日（令和２年３月５日）から実施する。 
前　文（令和２年告示第２６２号）抄 

令和３年１月１日から実施する。 
前　文（令和３年告示第２９３号）抄 

令和３年８月２日から実施した。 
前　文（令和４年告示第５号）抄 

告示の日（令和４年１月１２日）から実施する。 
前　文（令和６年告示第３８号）抄 

令和６年３月１日から実施する。 
別表第１（第３条関係） 

 
対象業種（大分類名） 左のうち除外する業種（中分類名）

 
統計法（平成19

年法律第53号）

第2条第9項に

規定する統計

基準である日

本標準産業分

類に定める次

鉱業、採石業、砂利採取業
 

建設業
 

製造業
 

情報通信業
 

運輸業、郵便業
 

卸売業、小売業
 

不動産業、物品賃貸業
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備考　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条

第１３項に規定する接客業務受託営業は除くものとする。 
別表第２（第４条関係） 

（令和２告示４７・令和２告示２６２・令和４告示５・令和６告示３８・一部改正） 

 
の分類に属す

る業種

学術研究、専門・技術サービス業
 

宿泊業、飲食サービス業
 

生活関連サービス業、娯楽業 娯楽業
 

教育、学習支援業
 

医療、福祉
 

サービス業（他に分類されないもの）政治・経済・文化団体及び宗教

 
取扱金融機関名 所在地

 
株式会社第四北越銀行新発田支店 新発田市中央町3丁目1番5号

 
株式会社第四北越銀行新発田西支店 新発田市住吉町3丁目4番28号

 
株式会社第四北越銀行中条中央支店 胎内市本町3番34号

 
株式会社第四北越銀行新発田中央支店 新発田市中央町3丁目1番5号

 
株式会社第四北越銀行新発田住吉町支店 新発田市住吉町1丁目2番8号

 
株式会社大光銀行新発田支店 新発田市諏訪町2丁目4番22号

 
株式会社大光銀行新発田西支店 新発田市西園町1丁目3番4号

 
株式会社きらやか銀行新発田支店 新発田市中央町3丁目3番5号

 
株式会社きらやか銀行新発田西支店 新発田市中央町3丁目3番5号

 
新発田信用金庫本店 新発田市中央町3丁目2番21号

 
新発田信用金庫緑町支店 新発田市緑町3丁目4番32号

 
新発田信用金庫西支店 新発田市住吉町3丁目3番30号

 
新発田信用金庫加治支店 新発田市三日市222番地1

 
新発田信用金庫紫雲寺支店 新発田市稲荷岡2086番地10

 
新潟県信用組合新発田支店 新発田市大手町1丁目6番4号

 
新潟県信用組合月岡支店 新発田市月岡温泉605番地1

 
北新潟農業協同組合新発田支店 新発田市大手町5丁目2番28号

 
北新潟農業協同組合中央支店 新発田市島潟1184番地1
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北新潟農業協同組合加治支店 新発田市下中26番地2

 
北新潟農業協同組合豊浦支店 新発田市下飯塚5番地1

 
北新潟農業協同組合紫雲寺支店 新発田市真野原外2961番地1
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別記第１号様式（第７条関係） 
（令和２告示２６２・令和３告示２９３・一部改正） 

第２号様式（第９条関係） 
第３号様式（第９条関係） 
第４号様式（第９条関係） 
第５号様式（第１０条関係） 

（平成２９告示２５０・追加、令和２告示２６２・令和３告示２９３・一部改正） 
第６号様式（第１０条関係） 

（平成２９告示２５０・追加） 


